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１ 金沢市有料老人ホーム設置運営指導指針について 

 

有料老人ホーム設置運営指導指針（以下、「指導指針」という。）は昭和48年に厚

生省（当時）が策定し、機関委任事務として全国の都道府県がこれに基づく行政指導

を行ってきました。その後、平成18年度、同24年度の地方分権によって、有料老人ホ

ームの指導監督行政は自治事務となり、都道府県、指定都市、中核市に権限委譲され

ました。これにより、現在は厚生労働省が作成する「標準指導指針」を参考にして各

自治体が地域性を踏まえ、独自に指導指針を策定することとなりました。 

指導指針は、地方自治体が老人福祉法に基づき事業者の指導監督を行うための基準

ですが、実質的にホーム運営を行う上で遵守すべきルールとしての役割も果たしてい

ます。 

金沢市では入居者保護の観点から、一定水準以上の運営機能確保のため、「金沢市

有料老人ホーム設置者指導指針」を策定し、指導・助言を行っております。 

有料老人ホーム等事業者におかれましては、「金沢市有料老人ホーム設置運営指導

指針」を遵守し、適切な運営を実施していただきますようお願いいたします。 
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２ 金沢市有料老人ホーム設置運営指導指針の改正について 

 令和３年７月１日付けで標記指導指針が改正されています。以下が改正点ですので

改めてご確認ください。 

 

○認知症対応力の向上 

＜指導指針７(2)イ＞ 

介護に直接携わる職員（看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険 

法第八条第二項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する 

者を除く。）に対し、認知症介護基礎研修を受講させるために必要な措置を講じるこ 

と。 

 

 介護に直接携わる職員のうち、医療・福祉関係の資格を有さない者に対して、認知

症介護基礎研修（都道府県が実施）を受講させるために必要な措置を講じてくださ

い。 

  

○ハラスメント対策の強化 

＜指導指針７(3)イ＞ 

適正なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又 

は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたも 

のにより職員の就業環境が害されることを防止するため、職場におけるハラスメ 

ントの内容及び職場におけるハラスメントを行ってはならない旨の方針を明確化 

し、職員に周知・啓発するとともに、相談に対応する担当者をあらかじめ定める 

こと等により、相談への対応のための窓口をあらかじめ定め、職員に周知する 

等、必要な措置を講じること。 

 

 セクシャルハラスメント及びパワーハラスメント等、職場におけるハラスメントの

内容及び職場におけるハラスメントを行ってはならない旨の方針の明確化、相談に対

応する担当者をあらかじめ定めること等、相談対応窓口を設置し、及び職員に周知し

てください。 

 また、入居者やその家族等からの著しい迷惑行為（カスタマーハラスメント）の防

止のために、職員からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制を整備するな

ど、必要な対策を講じるよう努めてください。 

※「介護現場におけるハラスメント対策マニュアル」「（管理者・職員向け）研修

のための手引き」等（厚生労働省ホームページ掲載）を参考に、被害防止に取り

組んでください。 
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○業務継続計画の策定 

＜指導指針８(5)＞ 

業務継続計画の策定等  

ア 感染症や非常災害の発生時において、入居者に対する処遇を継続的に行うための、

及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業務継続計画」という。）

を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じること。計画の策定にあたって

は、「介護施設・事業所における新型コロナウイルス感染症発生時の業務継続ガイドラ

イン」及び「介護施設・事業所における自然災害発生時の業務継続ガイドライン」を参

照されたい。  

イ 職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期

的に実施すること。なお、訓練については、机上を含めその実施手法は問わないもの

の、机上及び実地で実施するものを適切に組み合わせながら実施することが適切であ

る。  

ウ 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うもの

とする。 

 

 感染症や災害が発生した場合の業務継続に向けた計画（※）の策定と周知、研修、

訓練の実施及び計画の定期的な見直しを行ってください。 

 ※大火災や自然災害等の緊急事態が発生した場合において、事業資産の損害を最小限

にとどめつつ、中核となる事業の継続あるいは早期復旧を可能とするために、平常時

に行うべき活動や緊急時における事業継続のための方法、手段等を定める計画。 

策定についての詳細は、「介護施設・事業所における新型コロナウイルス感染症発生

時の業務継続ガイドライン」「介護施設・事業所における自然災害発生時の業務継続ガ

イドライン」（厚生労働省ホームページ掲載）及び業務継続計画策定に係る研修動画を

参考にしてください。 

 

 〇非常災害対策の強化 

＜指導指針８(6)＞ 

非常災害対策 

ア 非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制

を整備し、それらを定期的に職員に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必

要な訓練を行うと。なお、「非常災害に関する具体的計画」とは、消防法施行規則第３

条に規定する消防計画(これに準ずる計画を含む。)及び風水害、地震等の災害に対処

するための計画をいう。 

イ アに規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努める

こと。 
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非常災害に関する具体的計画(※)を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連

携体制を整備し、それらを定期的に職員に周知するとともに、定期的に避難、救出

その他必要な訓練を行ってください。訓練には地域住民の参加が得られるよう連携

に努めてください。 

※消防法施行規則第３条に規定する消防計画（これに準ずる計画を含む。）及び風 

水害、地震等の災害に対処するための計画。 

 

○感染症対策の強化 

＜指導指針８(7)＞ 

衛生管理等  

感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じること。  

ア 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置そ

の他の情報通信機器（以下、「テレビ電話装置等」という。）を活用して行うことが

できるものとする。）をおおむね六月に一回以上開催するとともに、その結果につい

て、職員に周知徹底を図ること。なお、委員会については、感染対策の知識を有する

者を含む、幅広い職種により構成することが望ましい。  

イ 感染症及びまん延の防止のための指針を整備すること。  

ウ 職員に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施す

ること。なお、訓練については、机上を含めその実施手法は問わないものの、机上及び

実地で実施するものを適切に組み合わせながら実施することが適切である。 

 

感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね6か月に1

回以上開催し、その結果について、職員に周知徹底を図ってください。また、感染症

及びまん延の防止のための指針を整備し、研修、訓練を定期的に実施してください。 

 

〇高齢者虐待対策の強化 

＜指導指針９(4)＞ 

イ 虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことが

できるものとする。）を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹

底を図ること。  

ウ 虐待の防止のための指針を整備すること。  

エ 職員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。  

オ イからエまでに掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 

 

虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結 
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果について、職員に周知徹底を図ってください。また、虐待の防止のための指針を整

備し、研修を定期的に実施してください。さらに、これらの措置を適切に実施するた

めの担当者を置いてください。 

 

〇リスクマネジメントの強化 

＜指導指針12(8)エ＞ 

 事故発生の防止の対応  

 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 

 

事故発生を防止するための安全対策の担当者を置いてください。 

 

〇電磁的対応の導入 

＜指導指針14＞ 

電磁的記録等  

ア 作成、保存その他これらに類するもののうち、この指導指針の規定において書面（書

面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって

認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下同じ）で行うこ

とが規定されている又は想定されるもの（(2)に規定するものを除く。）については、

書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録（電子的方式、磁器的方式その他人の知覚に

よっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報

処理の用に供されるものをいう。）により行うことができる。 

イ  交付、説明、同意、承諾その他これらに類するもの（以下、「交付等」という。）の

うち、この指導指針の規定において書面で行うことが規定されている又は想定されるも

のについては、当該交付等の相手方（入居者等）の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方

法（電子的方法、磁器的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法をい

う。）によることができる。 

 

書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等、この指導

指針の規定において書面で行うことが規定、想定されるものについては、電磁的記録

により行うことができます。 

また、交付、説明、同意、承諾等、この指導指針の規定において書面で行うことが

規定、想定されるものは、当該交付等の相手方（入居者等）の承諾を得て、電磁的方

法によることができます。 
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〇その他 

＜指導指針９(1)オ＞ 

安否確認又は状況把握  

入居者が居住部分への訪問による安否確認や状況把握を希望しない場合であっても、 

電話、居住部分内での入居者の動体を把握できる装置による確認、食事サービスの 

提供時における確認等その他の適切な方法により、毎日１回以上、安否確認等を 

実施すること。 

・安否確認または状況把握は、本人が希望しない場合であっても、毎日1回以上行う

こととなりました。 

 

＜指導指針12(2)キ＞ 

契約内容等  

入居者の債務について、個人の根保証契約を行う場合は、極度額の設定を含み民法の 

規定に従うこと。 

 ・入居者の債務について、個人の根保証契約を行う場合は、極度額の設定を含み、民

法に従ってください。 

 

＜指導指針13(2)＞ 

有料老人ホームの経営状況に関する情報  

次の事項に留意すること。 

ア 貸借対照表及び損益計算書又はそれらの要旨についても、入居者及び入居希望者の求めに応じ

閲覧に供すること。 

イ 有料老人ホームの経営状況及び将来見通しに関する入居者等の理解に資する観点から、事業

収支計画についても閲覧に供するよう努めるとともに、貸借対照表等の財務諸表について、入

居者等の求めがあればそれらの写しを交付するよう配慮すること。 

・前払金を受領しない有料老人ホームについても、貸借対照表及び損益計算書又は

それらの要旨についても、入居者及び入居希望者の求めに応じ閲覧に供することと

なりました。また、事業収支計画についても閲覧に供するよう努めることとなりま

した。 
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３ 立入検査における指摘事項について 
 

１ 職員の配置、研修及び衛生管理 
 

●生活相談員が配置されていなかった。 
 →もれなく配置してください。（他職と兼務で可）≪指針７（１）ア≫ 

 

●夜間の介護、緊急時に対応できる数の職員を配置していなかった。 
→入居者の実態に即し、夜間の介護、緊急時に対応できる数の職員を配置してくださ

い。≪指針７（１）ウ≫ 

 

●看護師や介護福祉士等の資格を有していない職員に対して、認知症介護基

礎研修を受講させるための措置を講じていなかった。 
→介護に直接携わる職員（看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保

険法第八条第二項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類す

る者を除く。）に対し、認知症介護基礎研修を受講するために必要な措置を講じてく

ださい。≪指針７（２）イ≫ 

 
２ 有料老人ホーム事業の運営 
 

●職場におけるハラスメント対策が行われていなかった。 
→職場におけるハラスメントの内容及びハラスメントを行ってはならない旨の方針

を明確化し、職員に周知・啓発するとともに、相談に対応する担当者をあらかじめ定

めて相談窓口を設置する等の必要な措置を講じてください。≪指針７（３）イ≫ 

 

●帳簿の保存期間は５年とすること。≪指針８（３）≫ 
 

●有料老人ホームの記録内に訪問介護事業所が実施した提供記録が混在して

いた。 
→有料老人ホームと介護保険サービス事業所の記録が混在しないよう、適切に保存

してください。≪指針８（３）≫ 

 

●業務継続計画の策定をしていなかった。 
→感染症や非常災害の発生時において、入居者に対する処遇を継続的に行うための、

及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（業務継続計画）を策定してく

ださい。また、この計画は職員に対して周知するとともに、必要な研修や訓練を定期

的に実施してください。業務継続計画の見直しは定期的に行い、必要に応じて変更を

行ってください。≪指針８（５）≫ 

→業務継続計画策定に係る研修動画もご覧ください。 
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●避難訓練を施設が定めている周期で実施していなかった。 
→非常災害対策、緊急時の対応に伴う訓練の実施については、定期的に実施してくだ

さい。≪指針８（６）ア、（８）ア≫ 

 

●非常災害対策、緊急時の対応について、訓練の実施に当たっては、地域住

民の参加が得られるよう連携に努めること。≪指針８（６）イ、（８）イ≫ 
 
●感染症予防及びまん延防止の委員会の開催、指針の整備を行っていなかっ

た。 
→感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置

等を活かして行うことができるものとする。）は概ね６月に１回以上開催し、その結

果について職員に周知徹底を図ってください。また、感染症及びまん延の防止のため

の指針を整備してください。≪指針８（７）ア、イ≫ 

 

●入居者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、医療機関を協力する旨

及びその協力内容を取り決めておくこと。≪指針８（９）ア≫ 

 
●あらかじめ、歯科医療機関と協力する旨及びその協力内容を取り決めてお

くよう努めること。≪指針８（９）イ≫ 
 
●運営懇談会を開催していなかった。 
→運営懇談会の開催については、集合形式のほかオンライン利用とするなど工夫し

てください。また、入居者の状況、サービス提供の状況、及び食費等の収支等の定期

的な報告等を盛り込んだ内容にしてください。また、運営懇談会を開催した際は議事

録を作成してください。≪指針８（11）≫ 

 

●運営懇談会に職員が参加していなかった。また、第三者的立場にある学識

経験者、民生委員などを加えるように努めていなかった。 
→運営懇談会の構成員には、有料老人ホームの職員が含まれます。また、事業運営に

ついて外部からの点検が働くよう、職員及び入居者以外の第三者的立場にある学識

経験者、民生委員等を加えるように努めてください。≪指針８（11）ア、ウ≫ 

 

●従業者が併設している訪問介護事業所等の職務を兼ねていたが、勤務時間

が按分されていなかった。 
→有料老人ホームの職員が、介護保険サービスその他の業務を兼ねる場合にあって

は, 適切に勤務表を作成し、各職員について、それぞれが従事する業務の種別に応

じた勤務状況を明確にしてください。《指針９（３）》 

 
【参考文献】 

高齢者住まい事業団体連合会（構成団体：公益社団法人全国有料老人ホーム協会、一般社
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団法人全国介護付きホーム協会、一般財団法人サービス付き高齢者向け住宅協会、一般社団

法人高齢者住宅推進機構）（2017）「高齢者向け住まい事業の外付けサービスの適正な活

用チェックリスト」（８、22 頁） 
https://www.kaigotsuki-

home.or.jp/storage/activity/171102%E5%A4%96%E4%BB%98%E3%81%91%E9%81%A9%E6%AD%A3%E6

%B4%BB%E7%94%A8%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%83%88.pdf 
 

 

●虐待防止の指針の作成、担当者の配置を行っていなかった。 
→「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」に基づき、

虐待の防止のための委員会の開催、指針の整備及び研修の実施等に取り組んでくだ

さい。また、それらの措置を適切に講じるための担当者を配置してください。≪指

針９（４）≫ 

 

●身体的拘束等を行った場合に記録を残していなかった。また、身体的拘束

等の委員会を３月に１回以上開催していなかった。 
→緊急やむを得ず身体的拘束等を行う場合は、その態様及び時間、その際の入居者

の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録してください。また、身体的拘束

等の適正化を図るため、委員会を３月に 1回以上開催し、その結果について介護職

員その他の従業者に周知してください。≪指針９（６）、（７）≫ 

 

３ 契約内容など 
 

●重要事項説明書について、様式の別添１「事業者が運営する介護サービス

事業一覧表」及び別添２「入居者の個別選択によるサービス一覧表」は、重

要事項説明書の一部をなすものであることから必ず添付すること。≪指針 12

（４）ア≫ 

 

●入居相談の際には重要事項説明書を交付すること。 

→重要事項説明書は、老人福祉法第 29 条第７項の規定により、入居相談があった

ときに交付するほか、入居者の求めに応じて交付すること。≪指針 12（４）イ≫ 
 【老人福祉法第 29条第７項】 

  有料老人ホームの設置者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該有料老人ホ

ームに入居する者又は入居しようとする者に対して、当該有料老人ホームにおい

て供与をする介護等の内容その他の厚生労働省令で定める事項に関する情報を開

示しなければならない。 

 

●苦情処理機関を入居者に周知していなかった。 
→入居者の苦情に対し迅速かつ円滑な解決を図るため、設置者において苦情処理体

制を整備するとともに、外部の苦情処理機関については入居者への周知を行ってく

ださい。≪指針 12（７）≫ 
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●事故防止のための指針の整備、研修の実施をしていなかった。また、事故

発生の際に講じた改善策について、職員に周知徹底を図る体制を整備してい

なかった。 
→有料老人ホームにおける事故の発生又はその再発を防止するため、事故が発生し

た場合の対応や報告の方法等が記載された指針を整備するとともに、事故報告の分

析を通した改善策について職員に周知徹底を図ってください。また、職員に対する

研修を定期的に行い、開催記録を残してください。≪指針 12（８）≫ 

 

●事故が発生した場合には、市に対して速やかに事故報告書を提出すること。

≪指針 12（９）ア≫ 
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４ 感染症の発生及びまん延防止策について 

 

１ 新型コロナウイルス感染症の５類感染症移行後の対応について 

 

新型コロナウイルス感染症の位置づけは、これまで、「新型インフルエンザ等感染症（いわゆる

２類相当）」としていましたが、令和５年５月８日から「５類感染症」になりました。 

 

厚労省ホームページ「新型コロナウイルス感染症の５類感染症移行後の対応について」

https://www.mhlw.go.jp/stf/corona5rui.html 

 

（１）基本的感染対策の考え方について 

感染対策の実施については個人・事業者の判断が基本となります。 

基本的感染対策の実施に当たっては、感染対策上の必要性に加え、経済的・社会的合理性や、

持続可能性の観点も考慮して、感染対策に取り組んでください。 

引き続き、「換気」・「手洗い及び手指消毒」・「マスク着用」は感染対策として有効とされていま

す。また、流行期において、高齢者等重症化リスクの高い方は、換気の悪い場所や、不特定多数

の人がいるような混雑した場所、近接した会話を避けることが感染防止対策として有効です。 

感染対策の詳細については、厚生労働省が提示している「介護現場における感染対策の手引き 

第３版（令和５年９月 25 日付け通知）」等を参照の上、実施してください。 

 

[参考] 介護現場における感染対策の手引き 第３版（令和５年９月 25日付け通知） 

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001149870.pdf 

 

（２）新型コロナウイルス感染症に感染した場合の考え方について 

５類感染症移行後、新型コロナウイルス感染症患者は、法律に基づく外出自粛は求められませ

ん。 

 ただし、高齢者施設等においては重症化リスクを有する高齢者が多く生活することも考慮し、

上記リンク先（厚生労働省ホームページ）の情報を参考に、新型コロナウイルスに罹患した従事

者の就業制限を考慮してください。 

① 外出を控えることが推奨される期間 

・特に発症後５日間が他人に感染させるリスクが高いことから、発症日を０日目（※１）とし

て５日間は外出を控えること（※２） 

・５日目に症状が続いていた場合は、熱が下がり、痰や喉の痛みなどの症状が軽快して２４時

間程度が経過するまでは、外出を控え様子を見ることが推奨されます。症状が重い場合は、医

師に相談してください。 

（※１）無症状の場合は検体採取日を０日目とします。 

（※２）こうした期間にやむを得ず外出する場合でも、症状がないことを確認し、マスク着用
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等を徹底してください。 

・発症後 10 日間が経過するまでは、マスクの着用やハイリスク者との接触は避ける等、周りの

方へうつさないよう配慮しましょう。10日を過ぎても咳等の症状が続いている場合は咳エチケ

ットに心がけましょう。 

② 濃厚接触者の取り扱い 

  一般に保健所から新型コロナウイルス感染症患者の「濃厚接触者」として特定されることは

ありません。また、「濃厚接触者」として法律に基づく外出自粛は求められません。 

 

２ 感染症が発生した場合 

（１）入居施設系で発生した場合 

利用者および従業者に感染者が判明した場合は、感染者数に関わらず、速やかに金沢市保健

所に連絡してください。早期に保健所からの感染対策の支援を受けることで、感染拡大防止に

努めてください。 

[連絡先] 金沢市保健所 地域保健課 感染症対策係  

電 話（０７６）２３４-５１１６  

 

（２）救急搬送の基本方針 

まずは、協力医等にご相談ください。また、土日祝日も協力医に相談できる体制を整えてく

ださい。その上で、以下の対応をお願いします。 

 ① 生命にかかわると判断される場合 

重篤な悪化（意識消失、急激な呼吸機能低下等）が見られる場合は、施設から直接１１９番

で救急搬送を要請してください。 

  

② 生命にかかわるほどではないが、急激な体調悪化が見られる場合 

下表のとおり、対応をお願いします。 

時間帯 協力医等に連絡がつく場合 協力医等に連絡がつかない場合 

8:30～17:15 
協力医等が医療機関を調整す

る（必要に応じて救急要請） 

金沢市保健所 

（076）234－5116（平日） 

090-3298-3035（土日祝） 

17:15～翌 8:30 090-3298-3035 

 

 （３）介護保険課への報告について 

事業所内で感染症の発生が認められ、かつ、以下に該当する場合には、事故報告書を用いて

介護保険課へ報告をお願いします。（「９ 事故防止について」参照） 

・同一の感染症若しくは食中毒による、又はそれらによると疑われる死亡者、又は重篤な患者

が１週間以内に２名以上発生した場合 

・同一の有症者等が 10名以上、又は全利用者数の半数以上発生した場合 
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・上記に掲げる場合のほか、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に管理者等

が報告を必要と認めた場合 

              

（４）事業所を休業する場合 

件名に【休業】と表示の上、次のいずれかを電子メールに添付してご提出ください。 

・臨時休業に関する回答様式（通所系サービス） 

・臨時休業に関する回答様式（訪問系サービス）  

 

事業所の皆様へ 新型コロナウイルス感染症への対応について 

https://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshikikarasagasu/kaigohokenka/gyomuannai/1/1/4/1

8197.html 

 

 

３ 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う人員基準等に関する

臨時的な取扱いについて  

 

新型コロナウイルス感染症の感染法上の位置づけの変更（令和５年５月８日以降）に伴い、人

員基準等に関する臨時的な取扱いが変更されました。その取扱いに、遺漏のないようにお願いし

ます。 

 

新型コロナウイルス感染症の感染法上の位置付け変更に伴う人員基準等に関する臨時的な取

扱いについて 

https://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshikikarasagasu/kaigohokenka/gyomuannai/1/1/4/18

197.html 

・【事務連絡】新型コロナウイルス感染症の感染法上の位置づけ変更に伴う人員基準等に関す

る臨時的な取扱いについて (PDF ファイル: 103.0KB) 

・（別紙１）新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取

扱いに関する事務連絡一覧（第１報～第２７報） 
・（別紙２）位置づけ変更後におけるコロナ特例事務連絡の取扱い整理表（R5.05.01） 
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４ 社会福祉施設等におけるレジオネラ症の感染対策について 

（１）レジオネラ症とは 

レジオネラ症は、レジオネラ属菌が原因で起こる感染症です。特に入浴設備において、発生リ

スクが高い傾向にあります。 

 レジオネラ症は、急激に重症になって、死亡する場合もあるレジオネラ肺炎と、数日で自然に

治る場合が多いポンティアック熱に分けられます。 

 レジオネラ肺炎は、高齢者、病人など抵抗力が低下している人や、疲労などで体力が落ちてい

る人などが発病しやすいといわれています。 

 

（２）衛生管理の方法について 

循環型浴槽をはじめとする入浴設備は、浴槽水がレジオネラ属菌の増殖に適した温度であるこ

と、レジオネラ属菌は生物膜（ヌメリ）の中にいて、消毒剤から保護されていることから、浴

槽、浴槽水及び配管等の適切な衛生管理が必要となります。 

厚労省で示されている感染対策を参考に、適正な衛生管理の実施をお願いします。 

 

厚労省ホームページ「レジオネラ対策のページ」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124204.html 

 

入浴施設の状況は規模、設置設備、原湯・原水の種類などにより様々です。そのため、ここで

示している具体的な管理方法がすべての入浴施設に適用できるわけではなりません。入浴施設に

おけるレジオネラ対策のための衛生管理の参考にしてください。 

なお、衛生管理の実施内容は、（参考例）日常点検表を参考に記録に残しましょう。 

 

（３）循環風呂施設に関する相談窓口 

 レジオネラ属菌が検出された場合は、速やかに換水、清掃及び消毒を行ってください。 

 また、レジオネラ属菌に関する相談は、下記に連絡してください。 

 

  金沢市保健所 衛生指導課 TEL：（０７６）２３４－５１１４ 
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浴槽水の消毒・入浴設備の日常点検表 （参考例）
　 施設／浴槽名 年 月

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

遊離残留
塩素等の
濃度測定

結果※1

（mg/L）

（毎日）

営業 営業後

時間外 営業前

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

遊離残留
塩素等の
濃度測定

結果※1

（mg/L）

（毎日）

営業 営業後

時間外 営業前

※1測定方法：（DPD法・　　　    　　　）、遊離残留塩素の濃度が（0.4 ～1.0 mg/L）となるように努めること

※2高濃度の塩素消毒を行う際、遊離残留塩素の濃度が（5.0 ～10.0 mg/L）となるように努め、浴槽水を数時間循環すること

※3その他項目記入例（浴槽水の水質検査（年２回）、循環配管の生物膜除去（年１回）、貯湯槽の清掃点検（年１回）、ろ過器のろ材交換等）

その他

（　　　　　　　　　）※3

その他

（　　　　　　　　　）※3

高濃度時、消毒薬の使用量

開始後

中間時

終了前

ろ過器の運転状況
（逆洗・週１回）

集毛器の清掃（毎日）

ろ過器・配管の清掃・消毒

（週１回）※2

点検日
日

曜日

点検日
日

曜日

開始後

中間時

終了前

ろ過器の運転状況
（逆洗・週１回）

集毛器の清掃（毎日）

ろ過器・配管の清掃・消毒

（週１回）※2

高濃度時、消毒薬の使用量

その他

（　　　　　　　　　）※3

その他

（　　　　　　　　　）※3

15



５ 住宅型有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅における

ケアマネジメント等の考え方について 

 

１ 高齢者の居住の安定の確保に関する基本的な方針について 

 高齢者の居住の安定確保に関する法律（平成十三年法律第二十六号）に規定される高

齢者の居住の安定の確保に関する基本的な方針では、「入居者が、賃貸人若しくは登録

事業者が直接提供する高齢者居宅生活支援サービス又は賃貸人若しくは登録事業者が

委託し若しくは提携する事業者が提供する高齢者居宅生活支援サービス以外の外部事

業者が提供する高齢者居宅生活支援サービスの利用を希望した場合には、その利用を制

限すべきではない。さらに、賃貸人又は登録事業者は、入居者が保健医療サービス又は

福祉サービスを利用しようとする場合にあっては、賃貸人若しくは登録事業者が直接提

供する保健医療サービス若しくは福祉サービス又は賃貸人若しくは登録事業者が委託

し若しくは提携する事業者が提供する保健医療サービス若しくは福祉サービスに限定

すべきではない。」とされています。 

 入居者の状態に応じて、適切なサービスが提供されるためには、ケアマネジメントが

適切に行われていることが重要です。 

 
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第 13 条第 3 号 解釈通知 

利用者の自立した日常生活の支援を効果的に行うためには、利用者の心身又は家族の状態等に応じて、継続的かつ計画

的に居宅サービスが提供されることが重要である。介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成又は変更に当たり、継

続的な支援という観点に立ち、計画的に指定居宅サービス等の提供が行われるようにすることが必要であり、支給限度

額の枠があることのみをもって、特定の時期に偏って継続が困難な、また必要性に乏しい居宅サービスの利用を助長す

るようなことがあってはならない。 

 
２ 住宅型有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅におけるケアマネジ

メント等の考え方について 

株式会社日本総合研究所が、令和３年度老人保健健康増進等事業として、サービス付

き高齢者向け住宅における適切なケアプラン作成に向けた調査研究を行い、その結果を

元に別添の高齢者住まい運営事業所向け啓発冊子を作成しています。これを参考に、不

適切な対応が行われていないか確認してください。 
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あなたの住まいの入居者は、
望んでいる介護保険サービスを
受けることができていますか？

住宅型有料老人ホーム、
サービス付き高齢者向け住宅における

ケアマネジメント等の考え方

住宅型有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅の
運営事業者・職員の皆様へ

事務局・編集　株式会社日本総合研究所

2022 年 3 月

令和 3 年度 厚生労働省 老人保健健康増進等事業

「サービス付き高齢者向け住宅等における

適正なケアプラン作成に向けた調査研究」
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はじめに

本冊子作成の狙い

◦ 住宅型有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅（以下、「高齢者向け住まい」または「住まい」といいます）

は合計の入居定員が 50 万人（2020 年時点）を超え、高齢期の「住まい」の重要な一角を占めています。

◦ 一方で、これらの住まい運営法人によって、利用者の意思に沿わない提供者都合のサービス提供が行われている

等の問題もしばしば指摘され、適正な運営が求められる状況にあります。こうした高齢者向け住まいにおいて、入

居者の状態に応じて適切なサービスが提供されるには、介護保険サービスをめぐる「ケアマネジメント」が適切に

行われていることが重要な要素の一つです。

◦ ここでは、不適切な契約やケアマネジメント、サービス提供に陥っている事例などを確認し、具体的に振り返りが

できる資料として作成しています。

◦ 住まい運営事業者・職員の皆様におかれては、今一度、あなたの住まいでこうした不適切な対応が行われていないか、

確認してみてください。

住宅型有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅に求められる役割

「不適切な対応」の考え方

◦ 住宅型有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅は、高齢者が介護が必要になっても、安心して自分らしく生

活できるための住まいとして、高齢化が進む中での役割が大きくなっています。

◦ 介護保険サービスを利用する入居者について、特定事業所のサービス提供に限定・誘導することや、希望する介

護保険サービスの利用を妨げることはあってはなりません。

◦ 以降では、そうした不適切な対応が行われた場合の行政上の対応や、実際の具体的な「不適切事例」等を紹介します。

◆  高齢者向け住まいは、適正な運営により、地域住民へ「魅力的な住まいの選択肢」を提供することができ、

高齢者の安心・安全な日常生活に寄与するもの

◆  「住まい」「ホーム」部分と「介護サービス」が、それぞれ独立していることにより、「施設」ではなく、入居者の 

「自宅」として、その人に最適な住環境を提供できることが、これらの制度の大きな利点であり、求められる役割

◆  こうした高齢者向け住まいにおいて、入居者の状態に応じて、適切なサービスが提供されるためには、ケア

マネジメントが適切に行われていることも重要な要素
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具体的な“不適切な対応”事例

デイが週 2 日から 5 日に。

「行かないと食事ができませんよ」
事例1

A さん

高齢者向け住まいが運営するデイサービスを週 5 日利用

するよう提案された。

自宅で生活しているときは、デイサービスは週 2 回だった

のに…。

「入浴日の週 2 回利用で十分」との希望を住まい職員に

伝えたら、「他の入居者にも毎日利用してもらっています。

デイに行かないと食事が取れませんよ」と取り合ってもら

えなかった。

ケアマネにも相談したが同じ反応で、どうやらケアマネ

は住まいから同じ対応をするように指示を受けているよう

だった。

体調が悪くてもデイサービスへ。

休む場所もなくつらい…
事例 2

B さん

デイサービスに毎日行くことになっている。体調

が悪く部屋で休みたいと伝えても、「デイサービス

で休んでください」と言われ、毎日１階のデイサー

ビスに連れて行かれる。

しかし、通っているデイサービスには、静養用の

ベット、リクライニング車いす等がなく、席の机

で頭を伏せて休むことしかできない。

こんな対応、していませんか？

ケアマネに要請していませんか？
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入居契約時に、値引き（月額 1〜2万円）することを

条件に介護サービスの利用を強要された。 

契約書上は本来の正当な金額表示であり、値引きに関

する文章は存在しない…。

専門的なリハビリを受けたくて通所リハビリを利用をした

いと伝えたが、外部の介護保険サービスは利用できない

と言われ、高齢者向け住まいが運営しているデイサービ

スの利用を継続させられた。

値引きを条件に、

本人の自由や都合が無視され、

通院もできない

事例 4
D さん

専門リハビリが必要なのに、

外部法人だと利用できない
事例 5

E さん

住まいの法人から、「うちの介護保険サービスを利用して、私

的な外出・病院受診など含めて住まいの都合に合わせてスケ

ジュールしてくれれば、料金を毎月1万円値引する」と言われた。

これではサービスが多い平日は外出できないと言われたことと同

じ。自由な時間が多い日曜日には病院が休みなので困っている。

介護サービスの利用が、

住まいの値引きの条件に！
事例 3

C さん
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高齢者向け住まいでの不適切な対応に関するチェックリスト

【契約上の問題】

   特定の介護保険サービスや提供事業所の活用が契約条件として決められて

いませんか？　または入居者本人や家族としては契約条件と同一視できるよ

うな形となっていませんか？

   本人の状態にかかわらず区分支給限度基準額上限まで特定のサービスを入

れることが契約条件になっていませんか？　または契約条件と同一視でき

るような形となっていませんか？

   入居契約上特定のサービスを利用すること、併設事業所のサービスを多く

利用すること、その他のサービスもふくめ介護保険サービスを多く利用する

ことを条件に入居費用を割引していませんか？（利用しなくなった際には入

居費用を値上げする・利用者の行動をすべて住まい都合で管理する、など）

【実態としての問題】

   介護保険サービスの内容が、本人の希望よりも、特定の法人（住まい運営法

人と同じなど）のサービスを優先したものになっていませんか？　例えばご

本人の要望や状態に関係なく、併設された同一法人の事業所のサービスを

積極的に活用するようにしていませんか？

   追加サービスが客観的に不要な状態で、ご本人の希望もないのに、区分支

給限度基準額に余裕があるだけで、住まい運営法人が運営する介護保険

サービスを追加していませんか？

   住まい運営法人には医療系サービスがない場合などに、（その法人の）別サー

ビスを優先していて、医療関連のアセスメントやサービス提供が不足してい

ることはありませんか？

   入居時に、ケアマネジャーからのケアプラン説明をさせない、相談があった

場合も住まい職員が説明するなどのケースはありませんか？　利用票のサイ

ンを、住まい職員が代筆していることはありませんか？

不適切な対応に関するチェックリスト
◦ 以下では、不適切な対応の例を紹介します。あなたの住まいではこうした対応が行われてないか、チェックしてみ

ましょう。
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参考①：高齢者向け住まいにおける「不適切」なケアマネジメント

◦ 介護保険サービスは、ケアプランの内容を基にして提供されます。高齢者向け住まいにおいて、入居者の状態に応じ

て、適切なサービスが提供されるためには、ケアマネジメントが適切に行われていることが重要です。

◦ 高齢者向け住まいのケアマネジメントのあるべき姿については、それぞれの入居者の状態や置かれた状況等、個別

具体的なケースで異なるため一概に示すことは困難ですが、「不適切」と疑われる可能性があるケアマネジメントとし

ては、例えば下記のようなものが挙げられます（特に1、2、4 は、住まいの不適切な意向により発生する可能性が

高いものです）。

◦ この他、各類型ごとの「不適切な対応例」等の詳細につき、居宅介護支援事業所・ケアマネジャー向けに啓発する冊子

も公開していますので、併せてご参照ください。

個別性の欠如1
利用者個々の意向や課題が考慮されることなく、ケアプランが画一的なものとなっている

過剰なサービス2
利用者の意向や状態を考慮せず、アセスメントからは必要性が見出せない住まい事業者と同一法人によるサービス

を、ケアプランに設定している（その結果として区分支給限度基準額上限までサービスが設定されている、など）

サービスの不足3
本人の希望するサービスや客観的に必要性の高いと考えられるサービスがケアプランに組み込まれていない、あるい

は検討自体なされていない（ケアマネジャーから見て利用者にとって必要なサービスをケアプランに位置付けること

が難しい場合がある）

事業所選択の権利侵害の懸念4
住宅・ホームと同一法人が提供するサービスの利用を、合理的な理由もなく、また利用者の意向も踏まえずに利用

者に求めており、この対応にケアマネジャーも同調している（同調せざるを得ない状況にある）

ケアマネジメントサイクルの問題5
ケアプランの見直しが法定のタイミング（認定更新時や区分変更時）以外では、ほとんど行われていない

※  上記事項については状況次第（文脈次第）で適切とも不適切ともなり得ます。例えば、「ケアプランが画一的なものとなっ

ている」ことのみをもって不適切であると断定することはできない点に留意が必要です。むしろ、その事象が生じている

背景として、入居者の意思や状態等の十分な把握（アセスメント・モニタリング）とそれに応じた的確なサービス選定が

できているかどうか等に着目することが求められます。

「大丈夫？ 知らず知らずのうちに“不適切なケアマネジメント事例”を作り出していませんか？」

ー住宅型有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅におけるケアマネジメントの考え方ー

https://www.jri.co.jp/MediaLibrary/file/column/opinion/detail/2021_theme63_02

（令和 3 年度 厚生労働省 老人保健健康増進等事業「サービス付き高齢者向け住宅

等における適正なケアプラン作成に向けた調査研究」）

上記の事例等の詳細（居宅介護支援事業所・ケアマネジャー向け啓発資料）はこちら
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◦ 居宅介護支援事業所・ケアマネジャー向け資料では、前頁の１～５の各不適切事例について、以下のように留意点を

示しています。

※ これらは、あくまで十分なアセスメントや多職種連携、法令で定められた頻度の状況確認等の必要な対応が前提で

あるということには、ご注意ください。

個別性の欠如1
利用者個々の意向や課題が考慮される

ことなく、ケアプランが画一的なもの

となっている

ケアプラン上に示される記載がそれ

ぞれの入居者で類似する内容になっ

ている場合には「不適切な事例」に

は該当しません。

入居者のケアプランに区分支給限度

基準額上限までサービスが盛り込ま

れている場合には「不適切事例」に

は該当しません。

過剰なサービス2
利用者の意向や状態を考慮せず、アセ

スメントからは必要性が見いだせない住

まい事業者と同一法人によるサービス

を、ケアプランに設定している （その結

果として区分支給限度基準額上限まで

サービスが設定されている、など）

ケアプラン上に示されるサービス内

容が、仮にある一つの側面から見た

際に不足していると思われるといっ

た場合であっても、総合的な判断の

結果であれば「不適切事例」には該

当しません。

サービスの不足3
本人の希望するサービスや客観的に必

要性の高いと考えられるサービスがケ

アプランに組み込まれていない、ある

いは検討自体なされていない（ケアマ

ネジャーから見て利用者にとって必要

なサービスをケアプランに位置付ける

ことが難しい場合がある）

事業所選択の権利侵害の懸念4 仮に住まいに併設された事業所から

多くの入居者がサービス提供を受け

ているといった場合であっても、総

合的な判断の結果であれば「不適切

事例」には該当しません。

住まいと同一法人が提供するサービスの

利用を、合理的な理由もなく、また利用

者の意向も踏まえずに利用者に求めてお

り、この対応にケアマネジャーも同調して

いる （同調せざるを得ない状況にある）

単にケアプランの見直しが法定のタ

イミング以外で行われていないこと

をもって、 「不適切な事例」には該当

しません。

ケアマネジメントサイクルの問題5
ケアプランの見直しが法定のタイミング

（認定更新時や区分変更時）以外では、

ほとんど行われていない

参考②：１〜５の各不適切事例（パターン）における留意点

アセスメントやモニ

タリングのタイミン

グ・頻度については、

法定基準を満たして

いることを前 提に、

個別の状況で判断し

ましょう。

十分なアセスメント

等を通じたケアマネ

ジメントを行い、本

人の意思を汲み取り

つつ周辺の活用可能

な資源等も含め多職

種連携の下で総合的

に判断しましょう。
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「適切なケアマネジメント」が住まい運営にもたらす効果

◦ 「適切なケアマネジメント」を行うことは、ケアマネジメントの基本理念や介護支援専門員の基本倫理から必須なこ

とであると同時に、高齢者向け住まいの運営・経営にとってもプラスの効果をもたらします。

◦ 適切なケアマネジメントの結果、入居者の自立支援や希望の実現につながることは、入居者や働き手の満足につな

がり、地域での評価・評判を向上させることが期待されます。適切なケアマネジメントを行い、下記のような好循環

を生み出すことが可能です。

◦ 住まい運営事業者としても、入居者に対して適切なケアマネジメントが行われるような環境づくりに努めましょう。

◦ 実際、アンケート調査結果からは、「適切なケアマネジメントを行えているかどうか」の住まい側の認識と入居率が

関連していることが示唆されます。「適切なケアマネジメントが実践できている」と答える住まいほど、人材確保等の

問題を抱える割合が低い傾向にあります。

入
居
者
一
人
ひ
と
り
に
寄
り
添
っ
た

ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
が
実
践
さ
れ
て
い
る
か

住まいの入居率

適切なケアマネジメントの実践認識 と その住まいの入居率（住まい職員回答）

適切なケアマネジメントの実践認識 と その住まいが抱える課題（住まい職員回答）

◦  2020年12月～2021年

1月実施

◦ 郵送による質問紙調査

◦ サービス付き高齢者向け

住宅および住宅型有料老

人ホーム各1,000件、計

2,000件

◦ 各調査票につき、回答者

は以下

　A：住まい職員

　B： 併設 居宅のケアマネ

ジャー

　C： 同一法人居宅（近接等）

のケアマネジャー

　D： 住まい運営法人とは別

法人のケアマネジャー

◦ 有効サンプル数

　調査票 A： 376 件

　調査票 B： 132 件

　調査票 C： 88 件

　調査票 D： 162 件

■ 90％以上　■ 80％以上 90％未満　■ 60％以上 80％未満　■ 60％未満

■実践されている（n=170） 　■やや実践されている（n=184） 　

■あまり実践されていない + 全く実践されていない（n=16）
※n数が少ないため参考値

【参考】アンケート調査概要

実践されている（170）

介護スタッフが定着しない

看護師が定着しない

介護スタッフおよび看護師以外の
住宅スタッフが定着しない

入居者や家族等からのクレームが多い

ケアマネジャーの担当がよく変わる

課題は特にない

0

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 （%）

20 40 60 80 100（%） 

やや実践されている（183）

あまり実践されていない・
全く実践されていない（16）

※n数が少ないため参考値

69 18 8 5

64 22 11 2

50 38 6 6

23.523.5
42.442.4

6.56.5
10.910.9

12.512.5
5.35.3

9.29.2
25.025.0

1.81.8
1.11.1

12.512.5
1.81.8

4.34.3
6.36.3

27.627.6
7.67.6

12.512.5

37.537.5

適切な

ケアマネジメント

入居者満足

働き手の満足

サービス向上への再投資

（教育や・仕組み作り）

入居促進

働き手確保

地域での

評価・評判
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行政上の対応について①

不適切事例の行政上の対応

◦ いわゆる「不適切事例」に関しては、その内容により、居宅介護支援事業所に対して、介護保険法等に基づき、報

告徴収・立入検査をはじめとして、勧告・命令や指定取消などが行われる可能性がありますが、住まい運営事業者

に対しても、老人福祉法、高齢者の居住の安定確保に関する法律等に基づき、指導等が行われる可能性があります。

※根拠条文の詳細については資料末尾を参照（以下同様）

【高齢者向け住まいへの行政上の措置】

【各種措置の対象・講じられるケース】

是正指示：契約締結前の書面交付・説明、入居契約に沿った生活支援サービスの提供に関する違反等

改善命令：入居者の処遇に関する不当な行為・運営に関し入居者の利益を害する行為等

事業制限・停止命令・罰則：上記のような場合であって、入居者の保護のため特に必要がある場合等

【実際に措置が講じられる可能性のあるケース】

特に下記のようなケースは客観的に法令の趣旨に反していると考えられ、住まいに対しては、自治体から上記のよう

な措置がとられる可能性があります。

※ 口頭で下記のような内容を伝える場合にも注意が必要です。

◆ 入居契約の段階でサービス利用内容（回数や提供事業所）が決められており、これ自体が契約条件になって

いる、あるいは、入居者本人や家族としては契約条件と同一視できるような形となっている

◆ 入居契約の段階で、本人の状態にかかわらず区分支給限度基準額上限までサービスを入れることが決められ

ており、これが契約条件になっている、あるいは入居者本人や家族としては契約条件と同一視できるような形

となっている

◆ 入居契約上特定のサービスを利用すること、併設事業所のサービスを多く利用することあるいはその他のサー

ビスも含め介護保険サービスを多く利用することで入居費用が割引になるとされている（利用しなくなった際

には入居費用を値上げされる・利用者の行動がすべて住まい都合で管理される）

登録抹消

サ高住：■　サ高住・住宅型有料老人ホーム：■

（高齢者住まい法第25 条）

（老人福祉法第29 条）

（高齢者住まい法第26 条）

（老人福祉法第29・39 条）

事業制限・

停止命令・罰則

是正指示

改善命令

報告徴収・立入検査

（高齢者住まい法第24 条）

（老人福祉法第29 条）
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行政上の対応について②

【対応にあたっての留意点】

①利用者の希望する介護サービスの利用を妨げないこと

　・ 介護保険サービスの内容は、住まい運営事業者・住まい運営事業者と関係のある事業者などの都合の

みで設定してはいけません。

　・ 介護保険サービスの提供事業者は、住まい運営事業者・住まい運営事業者と関係のある事業者など特

定の事業者に限定・誘導してはいけません。

　・ ケアマネジャーや関係職種と連携し、本人の意思を尊重することに努めましょう。

②居宅介護支援事業所にも悪影響

　・ こうした不適切な対応がされた場合、住まい運営事業者だけでなく居宅介護支援事業所に対しても行

政上の措置が講じられる可能性があります。居宅介護支援事業所にも大きな悪影響を与えるということ

を十分認識しておきましょう。

　・ なお、居宅介護支援事業所への行政上の措置は下記の通りです。

【居宅介護支援事業所への行政上の措置】

【行政上の措置が講じられる場合・措置の対象となる行為】

勧告・命令 指定取消等

（介護保険法第23・24・76 条） （介護保険法第 76 条の2） （介護保険法第 77 条）

報告徴収・検査

【各種措置の対象・講じられるケース】

報告徴収・立入検査：保険給付 / 介護サービス費の支給に関し必要と認められる場合

勧告・命令：運営・設備・人員配置等の基準を満たしていない場合等

指定取消等：上記勧告・命令に違反した場合、不正請求・虚偽報告を行った場合

契約方法・内容等に

関する違反等

入居者（利用者）の処遇に関する不当な行為・利益を害する行為等

（居宅介護支援事業所は実地指導等の対象）

高齢者向け住まい

（高齢者住まい法・老人福祉法）

居宅介護支援事業所

（介護保険法）

保険給付等の支給に関し

必要と認められる場合

（実地指導等の対象）
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参考：根拠法令

◦ 老人福祉法（昭和 38 年法律第 133 号）（抄）

　（届出等）

第 29 条　（略）

２～12　（略）

13　都道府県知事は、この法律の目的を達成するため、有料老人ホームの設置者若しくは管理者若しくは設置者から介

護等の供与（将来において供与をすることを含む。）を委託された者（以下「介護等受託者」という。）に対して、その

運営の状況に関する事項その他必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しく

は当該有料老人ホーム若しくは当該介護等受託者の事務所若しくは事業所に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件

を検査させることができる。

14　（略）

15　都道府県知事は、有料老人ホームの設置者が第六項から第十一項までの規定に違反したと認めるとき、入居者の処

遇に関し不当な行為をし、又はその運営に関し入居者の利益を害する行為をしたと認めるとき、その他入居者の保護

のため必要があると認めるときは、当該設置者に対して、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

16　都道府県知事は、有料老人ホームの設置者がこの法律その他老人の福祉に関する法律で政令で定めるもの若しくは

これに基づく命令又はこれらに基づく処分に違反した場合であつて、入居者の保護のため特に必要があると認めるとき

は、当該設置者に対して、その事業の制限又は停止を命ずることができる。

17 ～19　（略） 

第 39 条　第十八条の二第一項又は第二十九条第十五項の規定による命令に違反した場合には、当該違反行為をした者

は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

◦ 高齢者の居住の安定確保に関する法律（平成 13 年法律第 26 号）（抄）

　（報告、検査等）

第 24 条　都道府県知事は、この章の規定の施行に必要な限度において、登録事業者又は登録事業者から登録住宅の

管理若しくは高齢者生活支援サービスの提供を委託された者（以下この項において「管理等受託者」という。）に対し、

その業務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、登録事業者若しくは管理等受託者の事務所若しくは登録住宅に

立ち入り、その業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

２～４　（略）

　（指示）

第 25 条　（略）

２　（略）

３　都道府県知事は、登録事業者が第十五条から第十九条までの規定に違反し、又は第二十条の国土交通省令・厚生労

働省令で定める事項を遵守していないと認めるときは、当該登録事業者に対し、その是正のために必要な措置をとる

べきことを指示することができる。

　（登録の取消し）

第 26 条　（略）

２　都道府県知事は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録事業の登録を取り消すことができる。

一　第九条第一項又は第十一条第三項の規定に違反したとき。

二　前条の規定による指示に違反したとき。
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参考：根拠法令

◦ 高齢者の居住の安定の確保に関する基本的な方針（平成 21年 8 月19 日厚生労働省・国土交通省告示第１号）（抄）

五　高齢者がその居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の確保

に関する基本的な事項

４　高齢者居宅生活支援サービスの提供

　　高齢者居宅生活支援サービスを提供する事業者は、高齢者居宅生活支援サービスについて、介護保険法等の関係法

令を遵守するとともに、関係するガイドライン等を参考にサービスの向上に努めることが望ましい。

　　また、入居者が、賃貸人若しくは登録事業者が直接提供する高齢者居宅生活支援サービス又は賃貸人若しくは登録

事業者が委託し若しくは提携する事業者が提供する高齢者居宅生活支援サービス以外の外部事業者が提供する高齢者

居宅生活支援サービスの利用を希望した場合には、その利用を制限すべきではない。さらに、賃貸人又は登録事業者は、

入居者が保健医療サービス又は福祉サービスを利用しようとする場合にあっては、賃貸人若しくは登録事業者が直接

提供する保健医療サービス若しくは福祉サービス又は賃貸人若しくは登録事業者が委託し若しくは提携する事業者が

提供する保健医療サービス若しくは福祉サービスに限定すべきではない。

　　高齢者居宅生活支援サービスの提供に当たっては、提供時間、職員の配置、職員の資格の有無等について居住者に

十分に説明しておくことが望ましい。

　　（後略）

◦  有料老人ホームの設置運営標準指導指針について【平成 14 年７月18 日老発第 0718003 号・最終改正令和３年

４月１日老発 0401第 14 号厚生労働省老健局長通知】（抄）

８　有料老人ホーム事業の運営

（1）～（8）　（略）

（9）　医療機関等との連携

イ～ニ（略）

ホ　入居者が、医療機関を自由に選択することを妨げないこと。協力医療機関及び協力歯科医療機関は、あくまでも、

入居者の選択肢として設置者が提示するものであって、当該医療機関における診療に誘引するためのものではない。

ヘ　医療機関から入居者を患者として紹介する対価として金品を受領することその他の健康保険事業の健全な運営を損

なうおそれのある経済上の利益を受けることにより、入居者が当該医療機関において診療を受けるように誘引してはな

らないこと。

（10）　介護サービス事業所との関係

イ　近隣に設置されている介護サービス事業所について、入居者に情報提供すること。

ロ　入居者の介護サービスの利用にあっては、設置者及び当該設置者と関係のある事業者など特定の事業者からのサー

ビス提供に限定又は誘導しないこと。

ハ　入居者が希望する介護サービスの利用を妨げないこと。

（11）　（略）
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６ 有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅での事故について 

 

〇令和４年度事故件数：88 件（新型コロナウイルス感染症の報告は除く） 

                                         

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 事故報告書の提出について  

「介護保険サービス事業者における事故発生時の報告の取扱について」に基づき（指針 12（９））、

介護保険事業者事故等報告書について、提出してください。 

 

＜提出方法＞ 

事故等が発生した場合、速やかに（遅くとも 5日以内に）報告してください。報告書の提出方

法は電子メールを推奨しますが、FAX や郵送、窓口での提出も受け付けています。 

電子メールで提出する際は、タイトルを「事故報告 第〇報（事業所名）」とし、介護保険課

電子メールアドレス（kaigo@city.kanazawa.lg.jp）宛てに送信してください。 

※重大な事故（死亡事故、トラブルに発展しそうな事故、複数の利用者にまたがる事故等）の場

合は、事故発生後早急に電話で報告の上、書面による報告も行ってください。 

事故内容 （件） 

骨折 ４6 

創傷・打撲 １８ 

軽易な損傷 4 

食中毒・感染症 1 

窒息 1 

誤薬 1 

死亡 8 

行方不明 3 

法令違反 - 

その他 5 

不明 1 

事故発生場所 （件） 

食堂・リビング 10 

トイレ 2 

浴室・脱衣所・洗面所 5 

居室・静養室 59 

廊下・エレベーター 5 

玄関・ロビー・待合室 - 

屋外（敷地内） - 

屋外（敷地外） 5 

その他 2 

不明 - 

未記載 - 

事故原因 （件） 

転倒・転落 62 

感染症・食中毒 1 

誤嚥 2 

異食 - 

その他 16 

不明 7 
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＜金沢市有料老人ホーム設置運営指導指針＞ 

１２(9) 事故発生時の対応 

有料老人ホームにおいて事故が発生した場合にあっては、次の措置を講じること。 

ア 入居者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに市長及び入居者の

家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じること。 

イ アの事故の状況及び事故に際して採った処置について記録すること。 

ウ 設置者の責めに帰すべき事由により、入居者に賠償すべき事故が発生した場合は、入居者

に対しての損害賠償を速やかに行うものとすること。 

 

※介護保険サービス事業者における事故発生時の報告の取扱について及び報告書様式 

金沢市介護保険課ホームページ 

金沢の介護保険＞ 介護サービス事業者の方へ＞介護保険サービス事業者における事故発生時

の報告 

https://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshikikarasagasu/kaigohokenka/shinseishodownload/

8764.html 

 

○事故発生時の対応について  

（１）記録について  

家族への説明のため事故発生から対応方法、収束までを時系列で記録として管理してください。 

・事故発生時刻、発見者、対応方法や判断、いつ、誰が、どのように家族と話をしたのか。 

・家族からどのような話があったのか、市からの指示、保険会社との協議内容 等 

 

（２）本人・家族への対応について  

入所（居）者・利用者本人又は家族への事故後の対応が不十分だったことにより、事故そのも

のより、「施設の対応についての苦情」に発展する事例が多く見受けられます。 

 家族への対応については、事故発生時の連絡のみではなく、事故後に必要な説明・報告・確認

等についても継続して行い、慎重かつ丁寧な対応をお願いします。  

 

（３）事故の原因分析 

原因分析は、職員個人の主観によるものではなく、事業所として客観的に分析した結果を記載

するよう努めてください。 

 

（４）再発防止の対策  

  再発防止策は、「事故の原因分析」の結果に基づき、具体的な対策の記載をしてください。  

・「誰が」「いつ」「何を」「どのように」施設・事業所全体で改善したか。  

・同じ入所（居）者、利用者だけでなく、他の入所（居）者、利用者にも同様の事故が起こり

得るという観点で再発防止策を検討しているか。 
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〇令和３年度有料老人ホーム運営指導指針の改正について 

令和３年７月１日付けで金沢市有料老人ホーム運営指導指針が改正され、事故発生の防止の対応

についても、項目の変更・追記が行われています。 

 

（改正点） 

・事故発生の防止のための委員会ついては、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものと

します。 

 

・以下の措置を適切に実施するための担当者を置いてください。 

＊事故発生の防止のための指針の整備 

＊事故発生又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合の事実報告、分析、改善策の検討、徹

底した職員への周知体制の整備 

＊定期的な委員会と研修の開催 

 

＜金沢市有料老人ホーム設置運営指導指針＞ 

１２(8)事故発生の防止の対応 

有料老人ホームにおける事故の発生又はその再発を防止するため、次の措置を講じること。 

ア 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防止の

ための指針を整備すること。 

イ 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告さ

れ、その分析を通した改善策について、職員に周知徹底を図る体制を整備すること。 

ウ 事故発生の防止のための委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとす

る。）及び職員に対する研修を定期的に行うこと。 

エ 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 
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７ 高齢者虐待防止について 

（１）高齢者虐待防止のための体制整備について 

令和３年４月の制度改正により、利用者の人権の擁護、虐待の防止等の観点から、虐待

の発生又はその再発を防止するための委員会の開催、指針の整備、研修を実施するととも

に、これらの措置を適切に実施するための担当者を定めること等が義務付けられました。 

各事業者において、虐待事案が発生することのないよう、高齢者の尊厳の保持にとって

虐待防止が極めて重要であることを認識し、施設等での高齢者虐待防止に徹底して取り組

んで頂くよう、お願いいたします。  

養介護施設従事者等による高齢者虐待の防止においては、虐待に対する個々の職員への

意識啓発に加え、組織全体の問題として捉え対応することが重要です。  

本市では、毎年、全サービス事業者の職員に対する高齢者の虐待防止を目的とした研修

を開催しております。積極的に管理者並びに職員の受講を勧めて頂くとともに、施設内等

での伝達研修に取り組んで頂くようお願いいたします。  

（２）高齢者虐待の件数の推移 

 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律に基づく対応状況等に

関する調査結果（図１・図３・表１）によると、養介護施設従事者等による虐待について

は、相談・通報件数及び虐待判断件数はいずれも過去最多となっており、高齢者虐待は、

依然として高止まりの傾向が続いています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）令和３年度「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」に基づく対応状況等に関る調査結果（資料１） 

 

（３）養介護施設従事者等の通報義務について 

養介護施設（老人福祉法 29 条第１項に規定する有料老人ホーム含む）の設置者及び養介護

32



事業を行う者は、従事者に対する研修の実施のほか、利用者や 家族からの苦情処理体制の

整備その他従事者等による高齢者虐待の防止のための措置を講じなければなりません（高

齢者虐待防止法第 20 条）。また、養介護施設従事者等に対しては、養介護施設従事者等に

よる高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した際には、速やかにこれを市町村に通

報しなければならないとあり、通報が義務として定められています（同法第 21 条第１項）。

これは、養介護施設従事者等以外の者に対する通報努力義務（同条第３項）と異なり、養

介護施設従事者等には重い責任が課せられていることを意味します。養介護施設等は、職

員に対し、虐待発見時の通報義務、連絡先等の周知を行うことが必要です。経営者・管理

者層は、虐待の未然防止、早期発見に努めるとともに、職員からの報告等により虐待（疑

い）を発見した場合は、自ら通報義務を負うことを自覚する必要があります。 

（４）通報等による不利益取り扱いの禁止 

 高齢者虐待防止法では、① 刑法の秘密漏示罪その他の守秘義務に関する法律の規定は、

養介護施設従事者等による高齢者虐待の通報を妨げるものと解釈してはならないこと（こ

の旨は、養護者による高齢者虐待についても同様）（同法第 21 条第６項）。② 養介護施設

従事者等による高齢者虐待の通報等を行った従業者等は、通報等をしたことを理由に、解

雇その他不利益な取り扱いを受けないこと（同法第 21 条第７項）。が規定されています。

したがって、高齢者虐待に関する通報をしたことを理由として、解雇や不利益な取り扱い

に該当する法律行為が行われた場合においては、当該行為は民事上無効と解されます。こ

の規定は、養介護施設等における高齢者虐待の事例を施設等の中で抱えてしまうことなく、

早期発見・早期対応を図るために設けられたものです。なお、これらの規定が適用される

「通報」については、虚偽であるもの及び過失によるもの（※）を除くこととされていま

す。 

 

（※）「過失によるもの」とは、「一般人であれば虐待があったと考えることには合理性がない場合の通報」と解されます。したがって、例えば、虐待を現

認した上での通報でなければ過失ありとされるのではなく、虐待があると信じたことについて一応の合理性があれば過失は存在しないと解されます。一応

の合理性とは、具体的には、高齢者の状態や様子、虐待したと考えられる施設従事者の行動、様子などから、虐待があったと合理的に考えられることを指

します。虐待があったと考えることに合理性が認められる場合でなければ、不利益取扱いの禁止等の適用対象とはなりません。 

 

【参考】  

・令和５年３月31日付け老発0331第９号 

「令和３年度「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律に基づく対応状況等

に関する調査」の結果及び高齢者虐待の状況等を踏まえた対応の強化について（通知）」  

https://www.mhlw.go.jp/content/12304250/001083436.pdf 

   

・厚生労働省作成 高齢者虐待防止マニュアル 

「市町村・都道府県における高齢者虐待への対応と養護者支援について」（令和５年３月改訂）  

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001148565.pdf 
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８ 有料老人ホーム事業変更届等について 

 

（１）変更届について 

下記の項目に変更があった場合は、老人福祉法第 29 条第２項に基づき、変更の日から１月以内

に必要書類を添えて、提出してください。 

 変更に係る添付書類につきましては、下記別表をご覧ください。 

 

・変更に係る届出書は、以下のリンクからダウンロードし介護保険課までご提出くださ

い。 

https://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshikikarasagasu/kaigohokenka/shinseishodownload/87

74.html 

 

・事業所のメールアドレスが変更になる場合、介護保険課あて電子メールにてご連絡

ください。 

金沢市介護保険課電子メールアドレス：kaigo@city.kanazawa.lg.jp 

 

（２）廃止（休止）届について 

事業を休止または廃止しようとする場合は、休止または廃止の少なくとも１月前までに、廃止

（休止）届を提出してください。 

 

・廃止（休止）に係る届出書は、以下のリンクからダウンロードし介護保険課までご提出

ください。 

https://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshikikarasagasu/kaigohokenka/shinseishodownload/877
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4.html 

※休止した事業所を再開させる場合、事前に介護保険課までご連絡ください。 

 

※特定施設入居者生活介護の指定を受けている事業所は、介護保険法に基づく届出も併せ

てご提出ください。 

・変更届 

https://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshikikarasagasu/kaigohokenka/shinseishodownload/875

8.html 

・廃止・休止・再開届 

https://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshikikarasagasu/kaigohokenka/shinseishodownload/876

8.html 

 

（３）報告の徴収について 

毎年、定期報告として、老人福祉法第 29 条第 11 項及び厚生労働省通知に基づき、重要事項説

明書及び財務諸表等の提出をお願いしております。 

今年度は、令和５年 10 月１日時点として、令和５年 10 月 31 日（火）までが提出期限となって

おります。未提出の事業所につきまして、金沢市介護保険課あて電子メールで早急に提出してい

ただくようお願いします。 

金沢市介護保険課電子メールアドレス：kaigo@city.kanazawa.lg.jp 

 

メール件名   →【有料老人ホーム ・サ高住名】有料老人ホームの定期報告について 

添付ファイル名 →【有料老人ホーム ・サ高住名】 重要事項説明書、貸借対照表等 

※有料老人ホーム該当サービス付き高齢者向け住宅事業者も対象です。 

 

〇提出書類 

(ⅰ)重要事項説明書（必須） 

・令和５年 10 月１日時点における施設現況で作成したものを提出してください。 

・様式は必ず、 金沢市ホームページから「重要事項説明書」をダウンロードして作成してくださ

い。 

https://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshikikarasagasu/kaigohokenka/gyomuannai/1/1/5/9349.

html 

(ⅱ)財務諸表（貸借対照表、損益計算書等） 

・直近の事業年度のものを提出してください。 

・介護保険事業所等、他業を営んでいる場合には、当該有料老人ホームに加え、他業に係るもの

も提出してください。 

・親会社がある場合には、親会社の業務に係るものも提出してください。 

(ⅲ)役員及び施設長の履歴書及び役員名簿→変更があった場合のみ 

(ⅳ)長期資金収支計画書及び長期損益計画書見直しを行った場合のみ 

・財務諸表との乖離がある場合には、その原因、対処方針等を記載した資料も添付してください。 
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９ その他 

 

１ 日本放送協会（ＮＨＫ）との放送受信契約の入居者等への説明について 

重要事項説明書は「金沢市有料老人ホーム設置運営指導指針」において、入居契約

に関する重要な事項を説明するために、作成することとされています。入居者に誤解

を与えることがないよう必要な事項を実態に即して正確に記載したものであることが

必要です。入居者が居室にＴＶを設置する際に必要となる手続きを重要事項説明書中

に記載することや、入居者に対し「ＮＨＫ受信料の窓口」を案内する等、適切なご対

応をお願いします。 

① 重要事項説明書の記載例として、「【参考】具体的な取り組み」をご参照くださ

い。 

② 入居者への対応方法として「【別添】有料老人ホーム入居者様向けお手続き確認シ

ート」をご活用ください。 

〇お問い合わせ先 

NHK ふれあいセンター：0570－077－077（午前9 時～午後6 時） 

NHK 受信料の窓口（ホームページ）：https://www.nhk nhk-cs.jp/jushinryo/ 

 

２ スプリンクラー設備の設置について 

火災発生時に自力で避難することが困難な者が入所する社会福祉施設（消防法施行

令（昭和36年政令第37号）別表第一⑹項ロに掲げる施設）については、原則として延べ

面積にかかわらずスプリンクラーを設置することが義務付けられています。（平成27

年４月１日施行） 

避難が困難な要介護状態にある者を主として入居させている、有料老人ホームにつ

いては、同令別表第一⑹項ロに掲げる施設に該当します。有料老人ホームに、スプリ

ンクラー設備を設置していない事業者におかれましては、速やかに消防部局への相談

などを行うとともに、相談結果を踏まえた改修を行ってください。 

 

３ 有料老人ホームの前払金の保全措置の状況について 

厚生労働省が実施した、全国の有料老人ホームを対象とする令和４年度フォローアッ

プ調査（第14 回）の結果によると、老人福祉法第29条第９項に基づく前払金の保全措

置を講じていない有料老人ホームが一定数確認されています。 

前払金の保全措置を講じていないことは、法令に違反する行為ですので、前払金の

徴収を行う場合には、所要の措置を講じる必要があります。 

なお、保全措置を講じる意思はあるものの、取引条件等で銀行保証等を利用するこ

とが困難な有料老人ホーム事業者は、担保を必要としない「公益社団法人全国有料老
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人ホーム協会」による「入居者生活保証制度」を活用することなどが考えられます。 

 

○老人福祉法（昭和三十八年法律第百三十三号）（抜粋） 

第29条第９号 有料老人ホームの設置者のうち、終身にわたって受領すべき家賃その他厚生労働省令で定めるものの全

部又は一部を前払金として一括して受領するものは、当該前払金の算定の基礎を書面で明示し、かつ、当該前払金につ

いて返還債務を負うこととなる場合に備えて厚生労働省令で定めるところにより必要な保全措置を講じなければならな

い。 

○老人福祉法施行規則（昭和三十八年厚生省令第二十八号）（抜粋） 

（法第二十九条第九項に規定する厚生労働省令で定めるもの） 

第二十条の九 法第二十九条第九項に規定する厚生労働省令で定めるものは、入居一時金、介護一時金、協力金、管

理費、入会金その他いかなる名称であるかを問わず、有料老人ホームの設置者が、家賃又は施設の利用料並びに介護、

食事の提供及びその他の日常生活上必要な便宜の供与の対価として収受する全ての費用（敷金（家賃の六月分に相当す

る額を上限とする。）として収受するものを除く。）とする。 

（必要な保全措置） 

第二十条の十 有料老人ホームの設置者は、法第二十九条第九項の規定により、一時金に係る銀行の債務の保証その

他の厚生労働大臣が定める措置を講じなければならない。 
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参考)重要事項説明書(ひな升分での「NHKお手続き」のご案内

●有料老人ホーム重要事項説明書一愛媛県

※1 介護刊坊・地1或密着型の場合を含む。

※2 有来斗老人ホーム事業として受領する費用(誹母介護などの介信萎保険サービスに関わる介護費用は、

同・法人によ0て提供される介護サービスであ0ても、本欄には記入していない)

(井J

その他

、11】 H!ik、:.フ!1'i_1 、:'1¥:・:'」」1.、J,1.:、 1,

●有料老人ホーム重要事項説明書・明石市

(利用料金の算定根拠)

五ト'・・'・ F11.'よ 1!'

家賃

敷金

費目

介護費用
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1

ー」■."

^.^

円

光熱水費等

、..ノ」"〕、,,
見

家賃の

※介護保険サービスの轡己負担額は含まない。

●住宅型有料老人ホーム施設の独自説明書の一例

円

ケ月分

算定根拠

6.施設・設備の状況
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〒 ■.^^■
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有
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有
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有
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有
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無
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有
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有
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有
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参考)各自治体の福祉ガイドブックにおけるNHK手続きの記載

●札幌市一「受信料の窓口」の案内あり(QRなし)

餓NHK放送^料の^^'ι1,':

対叡者障がいのある方の放送受信料減免対象者・適用秦件については、下表

のとおりです。子の他にも放送受信料が減免となる場合があります.詳細にコ

いては、 NHKふれあいセンターへお問い合わせください。

、冊叩非呉詫,1」9ι享号"・_1老

打争喜

4H叫"甥如りで・Kr隈「・、,貞

一弁.モ」【謂岐上仙●伽,、,点

叫省哩實田がいと

鼻偉足寓此手啄亭主;、士.J"工1」、L 己ザ;畢丁

煙光の窄r

靈展の9悍墨がい老

キ●'0三ヌ1●員工」還"三,:腫三す6野弐此山勺ち,訂壷,i!"?硬],;墨工轟芋1

覗1二:昌仙甚N倖是兇..ーヤ「・ 11夙褐惰昔踊匡'裳!_よ゛ 1!.ヴ蹄.、・,_、出・ 1,,.」

;'1Lb子コ"L'弄"司:,1 力'ーエ噌賦舸¥岳、・r,!←叩"鱈'コ,乃蹴古

重壇J卜叩卑昂1゛L,史

,翼抑西嵩名催0堀,」,祀",〕,告゛、'、,,・ト・_,Z.,"写!

ホー酸非江k●キナ

手続障がいのある方の減免申請については、所定の申請舌に区保健福祉部で

証明を受けてから、 NHKに提出し津す。

整倶方地神鼻rlL、.出

埋覚舟h ,、、Y,1゛^゛1、;、"

゛N嬰如巴f週P

量 '畢'

号偉罫営老,鴫々h",1丁効商郭婦f.",弔 I M'2112蛭 J_〆・゛P

占壁恒関"老゛塩f-

.

キ.写轤゛.ゞ1Jせ乃和主.ι促J寸6,キ"岡胃史.1.3弐旦星抽肱酬王」が田高出
中キ祝」二斗執甚症伊袖礼七" キ鴇弓N掌恐二「匹,、'、0〒田の臭当」碍【','「一、

、1営゛一●勺'之,『11,,h:.『妥きブ,、,妄"点JJ卑t二

女

瓢葺馬工此伐健赴兇手武鳥動持弐丁尋工野柚h空用

!,、'戸.5モ,で゛寸1曝f:

"'易揖,工舸父晶b .】t゛"」ま

畠4照工毛手鵬ん辛ノ斗,、 1.、,・.,

^^

."工凧'圧",f興,

必郵送で申請する際は、 NHKのホー△ページ「受信科の窓口」の

客者手帳(知的降がい

方は判定書)、世那全

毛税〕証明、課税証明

う専用の申請書を受け

●愛知県ーコールセンター番号のみ記載

一舟享

11号力下パー舟キ

お申込みフォームに氏名・住所等を入力することで、免除申請書

と専用の返信用封筒を取り寄せていただくことが可能です。

htt口S.ノノWWW.nhkcs.1P/jushln『yo/oi58b11ityExemptloop09tlnput、00

18 その勉に、福祉サー→ξスはありますか?

障害の内容によ0ては、電話や郵便など、通信に関・J、る助成制度があ"主す、

主た、障害の内容に応じた福祉サービス1.島"ます。

曼税で而ることを確認

の交付を受けるため

..'

52

と而釘村から非課税で

月.課税証明等)を取

事業

ONHK曼価料

NHKへ免除卵請書を提出Lた月から受信料が免除され上t',免除甲誇

書は、市区町村役場に南"主・上

0市町村長、福祉事務所長等山証明がし、要で寸',

0障害者手帳、戦傷病者手帳山呈ボ及び住民柴(世帯全員分)、市町村

民悦非課悦証明書{世帯全員分」等"、聾な拳証資料山提出仁上"、 NH

Kd)窓口で申請tる二と t,でき.k,

NHK受信料

の卯除

内

<計独者>
0全額免除

・身体障害者、知的障害ぎ,精神障害者のいる世帯膚戒員全員が市帖「村

民税非課税の世帯

0半額免除

・世帯圭力、0受信契約者が視覚・聴覚障害者の世帯

,世帯主小0受信拠約者が重座の身体障害者Ⅱ'、2級〕の世帯
・世帯主か0受信契約者が垂度の却的障害者Ⅲ世帯

・世帯上か0受信契約昇が重度の精神障害者(1級)の世帯
・世帯主か0受估契約者が重度の戦儁病喜〔特別項症~第1款症〕山世
帯

NHk

専

<問い合わせ先>

0免除証明・・・市区町村役娼、県體害福祉課、県地城福祉課

0料金関係一・日本放送協会(NHK) 9:00~?止00 (上日祝も受付)

T彫L(057の07フ-07フ

対叡者

U障害著

0戰傷病者

、
.
]
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有料老人ホームに入居されるみなさまへ

NHKのお手続きはお済みですか？

有料老人ホーム等のお部屋に個別で受信設備（テレビ等）をご設置された場合は、

一般のご世帯と同様に放送受信契約のお手続きが必要となります。

大切な
お知らせ

有料老人ホームに

入居したのですが

どんな手続きが必要なのか

わかりません

もう住んでない家に

受信料の振込用紙が

届いているが、

どうしたらいいの？

入居に伴い必要なお手続きや、各種割引・免除の適用条件は、状況によって異なります

ご家族や施設管理者様ともご相談のうえ、各種お手続きをお願いいたします。

裏面の「入居者様に必要なお手続きについて」をご確認ください40



入居者様に必要なお手続きについて

NHKふれあいセンター（ナビダイヤル） 0５７０-０７７－０７７

※IP電話等で上記の電話番号がご利用になれない場合 050-3786-5003（有料）

※混みあってつながりにくい場合は時間をあけておかけ直しください

お問い合せ先

＊詳細な受信規約や免除基準、よくある質問についても「NHK受信料の窓口」でご案内していますのでご確認ください。

オレンジ色のお手続きは

「NHK受信料の窓口」で

ネットからお手続きいただけます

https://www.nhk-cs.jp/jushinryo/

受付時間： 午前9時～午後6時
（土･日･祝日も受付）41


